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概 要 

 

ここが 

ポイント 

◆自宅療養中に容体が急変し、酸素療法によ

る治療が必要な患者が増加しています。 

◆入院等の適切な医療につなげるまでの緊

急対応として、区が独自に酸素ボンベ等を

確保し、貸与します。 

事業費 ２１２万９千円 

 

課 長  みなと保健所 保健予防課         太田 

☎   ０３－3455－4426（直通） 

係 長  みなと保健所 保健予防課 保健予防係 溝口 

☎   ０３－6400－0080 

資料 7 

問合せ 

～２３区初！自宅療養者の命を守るための緊急対応～ 

酸素ボンベ等を活用した医療支援（酸素療法）を実施します！ 

 区は現在、都の「地域における自宅療養者等に対する医療支援強化事業」を活用し、
港区医師会の協力を得て、自宅療養者の医療支援（診療対応）を行っています。 

令和 3 年 8 月 30 日 

港区区長定例記者発表  

 

 
健康相談 

診療（電話・オンライン、

往診） 
薬剤手配 

平日（日中） みなと保健所 
港区医師会から 

紹介された医師等 

医療機関又は薬局 

※港区薬剤師会と連携し 

休日・夜間 
自宅療養者フォロー

アップセンター 

ファストドクター 

※都委託事業者 
ファストドクター又は薬局

 区では、自宅療養者の急増に伴い、入院病床がひっ迫しており、入院待機の自宅療養
者（中等症Ⅱ等）が増えている状況です。こうした状況の中、自宅療養中に容体が急変
し、酸素療法による治療が必要な患者が増加しています。 

こうした緊急事態の中、入院等の適切な医療につなげるまでの緊急対応として、
地域の医療機関の判断により、迅速に酸素投入を行うことができるよう、みなと
保健所が独自に酸素ボンベ等を確保し、貸与する取組を実施！ 

概要 

■対象 

自宅療養者（入院待機者含む） 

■導入機器・台数（事業開始時） 

① 酸素ボンベ ２０本 

② 呼吸同調器 １０台 

③ 酸素濃縮器 ２台 

■事業開始 

令和３年８月３０日（月曜）から 

健康相談［自宅療養者⇔保健所）] 

診療調整［みなと保健所⇔医療機関］ 

往診［医療機関⇔自宅療養者）］ 
（診療の結果酸素投与必要と判断） 

酸素ボンベ等依頼［医療機関→保健所又は業者］ 

酸素ボンベ等配達［保健所又は業者→自宅療養者］

治療（酸素投与）開始➡治療終了・機器回収 

＜事業スキーム＞ 

助かる命を救うため地域の医療

機関と連携して実施します！ 

酸素ボンベ 

酸素濃縮器 



〜23区初︕⾃宅療養者の命を守るための緊急対応〜

酸素ボンベ等を活⽤した医療⽀援を実施します︕

令和3年8月30日
区長定例記者発表



⾃宅療養者への緊急⽀援
区は現在、都の「地域における自宅療養者等に対する医療支援強化事業」を活用し、港区医
師会の協力を得て、自宅療養者の医療支援（診療対応）を実施。

健康相談 診療（電話・オンライン、往診） 薬剤手配

平日（日中） みなと保健所 港区医師会から紹介された
医師等

医療機関又は薬局
※港区薬剤師会と連携

休日・夜間 自宅療養者フォロー
アップセンター

ファストドクター
※都委託事業者

ファストドクター又は薬局

自宅療養者の急増に伴い、入院病床が
ひっ迫しており、入院待機の自宅療養
者（中等症Ⅱ等）が増えている状況

こうした状況の中、自宅療養中に容体
が急変し、酸素療法による治療が必要
な患者が増加している！

区民のいのちを守るため、入院等の適切な医療につなげるまでの緊急対応と
して、地域の医療機関の判断により、迅速に酸素投入を行うことができるよう、
みなと保健所が独自に酸素ボンベ等を確保し、貸与する取組を実施！

酸素ボンベ



概要と事業スキーム
■対 象 入院待機の自宅療養者
■導入機器・台数
① 酸素ボンベ ２０本 ② 呼吸同調器 10台
③ 酸素濃縮器 ２台

事業スキーム

自宅
療養者

みなと
保健所

医療機関

委託業者

①健康相談

②診療調整

③診療（オンライン・
往診等）

④入院調整依頼
（オンライン・往診等）

⑤往診調整

⑥酸素ボンベ等
の配達依頼

⑦酸素ボンベ等配達

⑧往診（酸素療法）

⑨酸素ボンベ等回収

入院待機

入院（または
自宅療養継続）

訪問看護ステーションと連携
した健康観察の仕組みを検討中

令和３年８月３０日（月曜）から
事業開始！

地域の医療機関と連携し、自宅療養者への支援を積極的に実施していきます！

酸素ボンベ 酸素濃縮器

23区

初

⑦酸素ボンベ等配達


